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司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

（
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
施
行
）

目
次第

一
章

司
法
試
験
等
（
第
一
条
ー
第
十
一
条
）

第
二
章

司
法
試
験
委
員
会
（
第
十
二
条
ー
第
十
六
条
）

第
三
章

補
則
（
第
十
七
条
）

附
則

第
一
章

司
法
試
験
等

（
司
法
試
験
の
目
的
等
）

第
一
条

司
法
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
を
有
す
る

か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国
家
試
験
と
す
る
。

２

裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
六
十
六
条
の
試
験
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
行
う
。

３

司
法
試
験
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
課
程
に
お
け
る
教
育
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
と
の
有

機
的
連
携
の
下
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
司
法
試
験
の
方
法
等
）

第
二
条

司
法
試
験
は
、
短
答
式
（
択
一
式
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
論
文
式
に
よ
る
筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

２

司
法
試
験
の
合
格
者
の
判
定
は
、
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
の
合
格
に
必
要
な
成
績
を
得
た
者
に
つ
き
、
短
答
式
に
よ
る

筆
記
試
験
及
び
論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
の
成
績
を
総
合
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
司
法
試
験
の
試
験
科
目
等
）

第
三
条

短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
法
律
知
識

及
び
法
的
な
推
論
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一

公
法
系
科
目
（
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

民
事
系
科
目
（
民
法
、
商
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

三

刑
事
系
科
目
（
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

２

論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
学
識
並
び
に
法

的
な
分
析
、
構
成
及
び
論
述
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行

う
。



- 3 -

一

公
法
系
科
目

二

民
事
系
科
目

三

刑
事
系
科
目

四

専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一

科
目

３

前
二
項
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
令
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
範
囲
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

４

司
法
試
験
に
お
い
て
は
、
そ
の
受
験
者
が
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の

応
用
能
力
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
適
確
に
評
価
す
る
た
め
、
知
識
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
偏
す
る
こ
と
な
く
、

法
律
に
関
す
る
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
理
解
力
、
思
考
力
、
判
断
力
等
の
判
定
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
司
法
試
験
の
受
験
資
格
等
）

第
四
条

司
法
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
三
回
の
範
囲
内
で
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院

で
あ
つ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
課
程
（
次
項
に
お
い
て
「

法
科
大
学
院
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者

そ
の
修
了
の
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で

の
期
間

二

司
法
試
験
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者

そ
の
合
格
の
発
表
の
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の

期
間

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
司
法
試
験
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
受
験
に
係
る
受
験
資
格
（
同
項
各
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
課

程
の
修
了
又
は
司
法
試
験
予
備
試
験
の
合
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
受
験
期
間
（
前
項
各

号
に
定
め
る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
他
の
受
験
資
格
に
基
づ
い
て
司
法
試
験
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
最
後
に
司
法
試
験
を
受
け
た
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
年
を
経
過
す

る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
験
に
係
る
受
験
資
格
に
対
応
す
る
受
験
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
同
様
と

す
る
。

（
司
法
試
験
予
備
試
験
）
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第
五
条

司
法
試
験
予
備
試
験
（
以
下
「
予
備
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
司
法
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
前
条
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
並
び
に
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
を
有
す
る
か
ど
う
か
を

判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
短
答
式
及
び
論
文
式
に
よ
る
筆
記
並
び
に
口
述
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

２

短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一

憲
法

二

行
政
法

三

民
法

四

商
法

五

民
事
訴
訟
法

六

刑
法

七

刑
事
訴
訟
法

八

一
般
教
養
科
目

３

論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。
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一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
科
目

二

法
律
実
務
基
礎
科
目
（
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
（
実
務
の
経
験
に
よ
り
修
得
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
に

つ
い
て
の
科
目
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

４

口
述
試
験
は
、
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
き
、
法
的
な
推
論
、
分
析
及
び
構
成
に
基
づ
い
て
弁
論
を
す
る
能
力
を
有

す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
意
を
用
い
、
法
律
実
務
基
礎
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

５

前
三
項
に
規
定
す
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
令
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
範
囲
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
司
法
試
験
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
）

第
六
条

法
務
大
臣
は
、
第
三
条
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第
五
項
の
法
務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
司
法
試
験
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
司
法
試
験
等
の
実
施
）

第
七
条

司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
司
法
試
験
委
員
会
が
毎
年
一
回
以
上
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
期
日
及
び

場
所
は
、
あ
ら
か
じ
め
官
報
を
も
つ
て
公
告
す
る
。
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（
合
格
者
の
決
定
方
法
）

第
八
条

司
法
試
験
の
合
格
者
は
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
る
判
定
に
基
づ
き
、
予
備
試
験
の
合
格
者
は
司
法
試
験
予

備
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
る
判
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
試
験
委
員
会
が
決
定
す
る
。

（
合
格
証
書
）

第
九
条

司
法
試
験
又
は
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
を
授
与
す

る
。

（
合
格
の
取
消
し
等
）

第
十
条

司
法
試
験
委
員
会
は
、
不
正
の
手
段
に
よ
つ
て
司
法
試
験
若
し
く
は
予
備
試
験
を
受
け
、
若
し
く
は
受
け
よ
う
と
し

た
者
又
は
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
法
務
省
令
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
を

禁
止
し
、
合
格
の
決
定
を
取
り
消
し
、
又
は
情
状
に
よ
り
五
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
司
法
試
験
若
し
く
は
予
備
試
験
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
受
験
手
数
料
）

第
十
一
条

司
法
試
験
又
は
予
備
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
受
験
手
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数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
た
受
験
手
数
料
は
、
当
該
試
験
を
受
け
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
返
還
し
な
い
。

第
二
章

司
法
試
験
委
員
会

（
司
法
試
験
委
員
会
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
）

第
十
二
条

法
務
省
に
、
司
法
試
験
委
員
会
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
を
行
う
こ
と
。

二

法
務
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

三

司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
法
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

四

そ
の
他
法
律
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

３

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
又
は
関
係
の
あ
る
公
私
の
団

体
に
対
し
、
必
要
な
資
料
の
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
）
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第
十
三
条

委
員
会
は
、
委
員
七
人
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
及
び
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
法
務
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
委
員
長
）

第
十
四
条

委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
基
づ
き
、
法
務
大
臣
が
任
命
す
る
。

２

委
員
長
は
、
委
員
会
の
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３

委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
委
員
の
う
ち
か
ら
、
委
員
長
に
故
障
の
あ
る
場
合
に
委
員
長
を
代
理
す
る
者
を
定
め
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
司
法
試
験
考
査
委
員
等
）

第
十
五
条

委
員
会
に
、
司
法
試
験
に
お
け
る
問
題
の
作
成
及
び
採
点
並
び
に
合
格
者
の
判
定
を
行
わ
せ
る
た
め
司
法
試
験
考

査
委
員
を
置
き
、
予
備
試
験
に
お
け
る
問
題
の
作
成
及
び
採
点
並
び
に
合
格
者
の
判
定
を
行
わ
せ
る
た
め
司
法
試
験
予
備
試
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験
考
査
委
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
予
備
試
験
考
査
委
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

司
法
試
験
考
査
委
員
及
び
予
備
試
験
考
査
委
員
は
、
委
員
会
の
推
薦
に
基
づ
き
、
当
該
試
験
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
学

識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
法
務
大
臣
が
試
験
ご
と
に
任
命
す
る
。

３

司
法
試
験
考
査
委
員
及
び
予
備
試
験
考
査
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
六
条

第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
委
員
、
司
法
試
験
考
査
委
員
及
び
予
備
試
験
考
査

委
員
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
章

補
則

（
法
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
七
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
法
務
省
令
で
定

め
る
。附

則

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

旧
高
等
試
験
令
（
昭
和
四
年
勅
令
第
十
五
号
）
に
よ
る
高
等
試
験
司
法
科
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
司

法
試
験
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。


